


（別添１） 

経済産業省への要請事項 

１. 使用済燃料の搬出や譲渡しが確実に行われるよう、引き続き、使用済燃料

の再処理等に国が前面に立って取り組んでいただきたい。 

２. 原子力発電所の放射性廃棄物の処分については、発生者責任の原則を基本

としつつ、国としても、処分の円滑な実現に向け、取組を進めていただき

たい。 

３. 原子力発電所については、廃止が決定された後も関係自治体においては、

原子力安全・防災対策などのために財政負担が引き続き生じること、また、

経済、雇用、財政等への影響への考慮が必要であることから、電源三法交

付金・補助金については、原子力発電所の撤去完了までを見据えた制度に

していただきたい。 

  



（別添２） 

 

 

 

 

周辺自治体からの意見 

 

※以下、平成 29 年７月 14 日付け原第 216 号  

 原子力規制委員会 委員長宛て要請と同様のため、省略 

 

 


